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公 告  

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ６ 第 １

項 の 規 定 に 基 づ き 、 条 件 付 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 次 の と お り 公 告

す る 。  

令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ０ 日  

田 原 市 長  山  下  政  良  

１  入 札 に 付 す る 事 項  

 (1) 件   名  自 動 販 売 機 （ 品 目 ： 食 品 及 び 飲 料 水 ） の 設 置 に 係 る

市 有 財 産 有 償 貸 付 （ ４ ）  

 (2) 貸 付 場 所  田 原 市 役 所 北 庁 舎 大 会 議 室 南 ②  

 (3) 貸 付 期 間  令 和 ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ０ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で  

 (4) 概   要  貸 付 面 積  ２ .６ ㎡ （ １ 台 分 ）  

２  入 札 参 加 資 格 に 関 す る 事 項  

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ に 該 当 す る 者 を 除 く ほ か 、 次 の

各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 。  

 (1) 公 告 日 か ら 落 札 決 定 の 日 ま で の 間 、 田 原 市 か ら 入 札 参 加 停 止 措

置 を 受 け て い な い こ と 。  

 (2) 愛 知 県 内 に 本 店 、 支 店 、 営 業 所 等 を 設 置 し て い る こ と 。  

 (3) 自 動 販 売 機 の 設 置 業 務 に お い て ２ 年 以 上 の 実 績 を 有 し 、 か つ 、

入 札 公 告 の 日 の 前 日 か ら 過 去 ２ 年 以 内 に 管 理 及 び 運 営 す る 同 種

の 販 売 品 目 の 自 動 販 売 機 を 設 置 し た 実 績 が あ る こ と 。  
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 (4) 国 、 愛 知 県 及 び 田 原 市 の 賦 課 す る 税 の う ち 、 次 に 掲 げ る 税 の 未

納 が な い こ と 。  

（ 国 税 ）  

法 人 の 場 合 ： 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税  

個 人 の 場 合 ： 申 告 所 得 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税  

（ 愛 知 県 税 ）  

法 人 の 場 合 ： 法 人 県 民 税 、 法 人 事 業 税 （ 特 別 法 人 事 業 税 及 び

地 方 法 人 特 別 税 を 含 む 。） 及 び 自 動 車 税 種 別 割  

個 人 の 場 合 ： 個 人 事 業 税 及 び 自 動 車 税 種 別 割  

（ 田 原 市 税 ）  

法 人 の 場 合 ： 法 人 市 民 税 、 固 定 資 産 税 及 び 軽 自 動 車 税 種 別 割  

個 人 の 場 合 ： 市 民 税 、 固 定 資 産 税 、 軽 自 動 車 税 種 別 割 及 び 国

民 健 康 保 険 税  

 (5) 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 １ ７ 条 の 規 定 に 基

づ く 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い な い 者 又 は 民 事 再 生 法

（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） 第 ２ １ 条 の 規 定 に 基 づ く 再 生 手 続

開 始 の 申 立 て が な さ れ て い な い 者 で あ る こ と 。  

３  入 札 参 加 の 申 込 み 及 び 資 格 の 確 認 等  

  入 札 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 申 込 書 及 び 提 出 書 類 を 申 込 期 間 ま で に

文 書 の 持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 出 し 、 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

 (1) 申 込 期 間  公 告 日 か ら 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日 午 後 ５ 時 ま で（ 土 曜 日 、

日 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８

号 ） に 規 定 す る 休 日 を 除 く 。）  

 (2) 申 込 場 所  田 原 市 役 所 総 務 部 財 政 課 へ 持 参 又 は 郵 送  
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 (3) 郵 送 で 申 し 込 む 場 合  １ ３  問 合 せ 先 の 住 所 に 郵 送 し 、 封 筒 に

「 入 札 参 加 申 込 書 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。 ま た 、 申 込 期 間 の 間

に 必 着 す る こ と 。  

 (4) 申 込 書 及 び 提 出 書 類  申 込 書 は 、 公 告 日 か ら 申 込 期 限 ま で の 間

に 、 田 原 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と 。 ま た 、 入 札

説 明 書 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

URL http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/zaisei/10056

48/1012077.html 

 (5) 入 札 参 加 資 格 の 有 無  入 札 参 加 資 格 の 有 無 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 ４

日 に 郵 送 で 通 知 す る 。  

４  設 計 図 書 の 配 信  

本 案 件 に 係 る 設 計 書 及 び 仕 様 書 （ 以 下 「 設 計 図 書 等 」 と い う 。）

の 配 信 を 次 の と お り 行 う 。  

 (1) 配 信 期 間  公 告 日 か ら 令 和 ７ 年 ９ 月 １ ０ 日 午 後 ５ 時 ま で と す る 。 

 (2) 配 信 方 法  田 原 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ り 配 信 を 行 う 。  

URL http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/zaisei/10056

48/1012077.html 

 (3) 設 計 図 書 等 に 関 す る 質 問  設 計 図 書 等 に 関 す る 質 問 が あ る 場 合

は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日 午 後 ５ 時 ま で に 文 書 を 持 参 又 は 郵 送 に よ り

提 出 す る こ と 。提 出 方 法 は 田 原 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら「 入 札 質 疑 書 」

を ダ ウ ン ロ ー ド し 、 必 要 事 項 を 記 入 し て 提 出 す る こ と 。  

回 答 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 ま で に 、 同 案 件 名 の フ ァ イ ル を 配 信

す る の で ダ ウ ン ロ ー ド し 、 確 認 す る こ と 。  

URL http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/zaisei/10056

48/1012077.html 
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５  現 地 説 明  

貸 付 場 所 の 現 地 説 明 に つ い て は 、 事 前 に 申 込 み し た 者 に 対 し て 随

時 行 う 。  

 (1) 申 込 期 間  公 告 日 か ら 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日 ま で （ 土 曜 日 、 日 曜 日

及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 休 日 を 除 く 。） の 午 前 ８

時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

 (2) 申 込 方 法  １ ３  問 合 せ 先 に 直 接 又 は 電 話 に て 申 し 込 む こ と 。  

６  入 札 書 の 提 出 方 法 等  

入 札 参 加 者 は 、 あ ら か じ め 通 知 し た 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 結

果 通 知 書 を 係 員 に 提 示 す る こ と 。  

(1) 入 札 執 行 の 場 所  田 原 市 役 所 北 庁 舎 １ 階 大 会 議 室  

(2) 入 札 書 提 出 の 日 時  令 和 ７ 年 ９ 月 １ ０ 日 午 後 ２ 時 ０ ０ 分  

(3) 入 札 執 行 回 数 に つ い て は 、 ２ 回 と す る 。  

(4) 開 札 の 日 時  入 札 終 了 後 直 ち に 行 う 。  

(5) 入 札 書 の 様 式 や 入 札 の 辞 退 等 に つ い て は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  

７  入 札 保 証 金  

  免 除 と す る 。  

８  予 定 価 格  

  非 公 表 と す る 。  

９  入 札 の 無 効 に 関 す る 事 項  

次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

(1) 入 札 参 加 者 の 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札  

(2) 入 札 に 際 し て 談 合 等 に よ る 不 正 行 為 が あ っ た 入 札  

(3) 所 定 の 日 時 ま で に 所 定 の 場 所 に 持 参 し な い 入 札  

(4) 同 一 事 項 の 入 札 に 対 し ２ 以 上 の 意 思 表 示 を し た 入 札  
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(5) 他 人 の 代 理 を 兼 ね 又 は ２ 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札  

(6) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 の し た 入 札  

(7) 記 名 及 び 押 印 の な い 入 札  

(8) 入 札 の 金 額 の 表 示 を 改 ざ ん し 、 又 は 訂 正 し た 入 札  

(9) 入 札 書 の 記 載 事 項 が 確 認 で き な い 入 札  

(10) 郵 送 に よ る 入 札  

(11) 契 約 担 当 者 の 指 示 に 従 わ な か っ た 者 の 入 札  

１ ０  契 約 保 証 金  

免 除 と す る 。  

１ １  落 札 者  

予 定 価 格 以 上 で 最 高 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。  

１ ２  そ の 他  

 (1) 入 札 参 加 資 格 確 認 の 結 果 、 入 札 参 加 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ た

者 が １ 人 で あ る 場 合 に お い て も 、 原 則 と し て 入 札 を 執 行 す る も の

と す る 。  

 (2) 入 札 金 額 は 、貸 付 期 間 中 の 貸 付 料 の 総 額 を 記 入 す る こ と 。ま た 、

入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る

額 を 加 算 し た 金 額 （ １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税

及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 業 者 で あ る か 免 税 業 者 で あ る か を 問 わ

ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に 相 当 す る 金 額

を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

た だ し 、 貸 付 物 件 が 土 地 の 場 合 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札

書 に 記 載 さ れ た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 契 約 希 望 金 額

を 入 札 書 に 記 入 す る こ と 。  
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１ ３  問 合 せ 先  

総 務 部 財 政 課  電 話 ０ ５ ３ １ － ２ ３ － ３ ５ ９ １  

〒 ４ ４ １ － ３ ４ ９ ２  住 所  田 原 市 田 原 町 南 番 場 ３ ０ 番 地 １


